
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主（当社）は、
毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の
差額の割合（マージン率といいます）を公開することが義務付けられました。（法第23条第5項）
弊社のマージン率は、以下の通りです。

◇福岡本社　　〒812-0011　福岡市博多区博多駅前3-2-1　日本生命博多駅前ビル7Ｆ

◇派遣労働者等教育訓練 ◇マージン率の計算方法
教育訓練の種類 対象者

就業前訓練
ビジネスマナー
コンプライアンス研修
情報セキュリティ

パソコン研修
コミュニケーション研修
商品知識
営業知識

◇派遣労働者の主な職種

◇その他福利厚生など
・給与支払い期間の短期化：月末〆翌15日払い
・健康診断（派遣開始より一定期間（6か月以上）を超え、4/1に在籍し一定期間継続する者）
・各種労働保険（労災/雇用）・社会保険（健康/厚生年金）【該当者】

派遣労働者
（派遣先研修含む）

無

派遣労働者の費用
負担の有無

派遣予定労働者 無

新規登録者 無

キャリアカウンセリング 派遣労働者 無

マージン率 32.1%
派遣料金の1人あたりの平均額 １２，５７２円　（1日8時間当り換算）

派遣社員の賃金の平均 ８，５４０円　（1日8時間当り換算）

派遣先の数 ２００社

改正派遣法に基づくマージン率の開示

九州スタッフ株式会社

平成30年6月30日

派遣労働者の数 １９２人(1日平均）

主な職種
一般事務従事者
事務用機器操作員
商品販売従事者
営業・販売事務従事者
その他のサービス職業従事者
家庭生活支援サービス職業従事者
運搬従事者
製造技術者
販売類似職業従事者
製品検査従事者
会計事務従事者
保健師，助産師，看護師
接客・給仕職業従事者
その他の専門的職業従事者
社会福祉専門職業従事者


